
 -1-

社会資本整備審議会河川分科会 河川整備基本方針検討小委員会（第７５回） 

平成１９年９月６日（木） 

 

出席者（敬称略） 

委員長 近 藤   徹 

委 員 綾   日出教 

岸 井  隆 幸 

坂 本  弘 道 

新 明 政 夫 

中 川   一 

福 岡  捷 二 

舩 山   仁 

虫 明 功 臣 

森 田 昌 史 

寺 田 典 城 

石 井 隆 一 

 

１．開会 

【事務局】  ただいまより、第７５回社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針

検討小委員会を開催いたします。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます河川計画調整室長の○○でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 まず、お手元に配付しております資料のご確認をお願いいたします。まず議事次第がご

ざいます。名簿がございます。配席図がございます。次に資料目次がございます。これに

のっとってご確認をお願いいたします。資料１－１、付議書及び付託書。資料１－２、社

会資本整備審議会運営規則。１－３、河川分科会運営規則。１－４、一級水系にかかる各

種諸元。次、資料２でございます。こちらは特徴と課題でございまして、雄物川水系が１、

小矢部川水系が２となってございます。資料３でございます。工事実施基本計画と河川整

備基本方針（案）。こちらも雄物川水系と小矢部川水系、１、２とございます。資料４、こ

ちらは基本高水等に関する資料でございます。こちらも二水系、１、２とございます。資
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料５、流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料（案）、こちらも二水系、

１、２でございます。資料６、土砂管理等に関する資料（案）。こちらも二水系、１、２で

ございます。次に参考資料でございます。参考資料１、流域及び河川の概要、こちらも二

水系、１、２とございます。参考資料２、管内図でございます。こちらも二水系、１、２

とございます。参考資料３、流域図でございます。こちらも１、２とございます。資料に

不備等ございましたら、お申しつけいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 本日の審議はＢグループでございます。会議に先立ちまして、本委員会の新しい委員を

ご紹介させていただきます。まず、雄物川水系の審議のため、地方公共団体からの委員と

して○○委員でございます。 

【委員】  代理の○○でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  地元に詳しい委員として、○○委員でございます。 

【委員】  ○○です。よろしくお願いします。 

【事務局】  小矢部川水系の審議のため地方公共団体からの委員として○○委員でござ

います。 

【委員】  代理の土木部次長の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  地元に詳しい委員として○○委員でございます。 

【委員】  ○○です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員はご都合によりご欠

席されております。 

 傍聴の皆様におかれましては、傍聴のみとなっております。審議の進行に支障を与える

行為があった場合には、退席いただく場合があります。議事の進行にご協力願います。 

 本日、本委員会でご審議いただく水系は雄物川水系及び小矢部川水系の二水系です。雄

物川水系及び小矢部川水系の河川整備基本方針につきましては、去る７月２０日付で国土

交通大臣から社会資本整備審議会長に付議がなされ、７月２４日付で同会長から河川分科

会長あて付託されたものであります。 

 それでは委員長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

【委員長】  委員長でございます。本日は、委員の皆様にはご多用中のところご出席い

ただきまして、まことにありがとうございます。 



 -3-

 それでは、議事次第に沿いまして、雄物川水系及び小矢部川水系の河川整備基本方針に

ついて審議をいただきたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、お許しをいただいて座ってご説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず雄物川水系からご説明させていただきます。雄物川水系でございます。流域面積４,

７１０ｋ㎡、幹川流路延長１３３㎞でございます。流域内人口は約６７万人、秋田県の約

４割を占めている流域でございます。 

 まず源流は大仙山でございます。こちらから下って、これは北に向いて流れてございま

す。まずございますのが、湯沢市がございます。この青いところは昭和２２年の浸水の実

績でございます。大久保堰、これは固定堰でございまして、流下能力を阻害しているとい

うことで改築をいたしました。 

 次に支川にまいります。二次支川でございます皆瀬川、成瀬川でございます。まず皆瀬

川の上流には皆瀬ダム、昭和３８年に完成したダムがございます。次に成瀬ダム、これは

成瀬川の上流に現在、事業中のダムでございます。成瀬川を今、ずっと下っております。

ずっと下ってまいりますと、皆瀬川と合流をいたします。そして、そのまま本川に合流い

たします。これが横手盆地に入ります。 

 次は中流域でございます。こちらは横手盆地の中を流れております。稲作とか果樹園、

こういった農業の盛んなところでございます。川幅は非常に広い川幅でございまして、そ

ちらを蛇行しながら河川が流れております。昭和２２年の浸水実績、非常に青いところが

大きい部分がございます。これは支川、横手川が合流してございます。今、見えてまいり

ましたのが、大曲の捷水路でございます。これは大曲市のところでございまして、全国の

花火競技大会、非常に有名な大会でございます。７０万人ぐらいの人が集まる大会がこの

河川敷でなされております。 

 次に支川でございます。また二次支川、玉川についてご紹介いたします。まず上流に玉

川ダムがございます。平成２年に完成したダムでございます。次に鎧畑ダム、これは昭和

３２年に完成したダムでございます。右側に田沢湖が見えております。そしてずっと玉川

を下流に下ってまいりますと、仙北市、大仙市とありまして、本川に合流してございます。 

 次は雄物川の中下流でございます。こちらは昭和２２年、また昭和６２年に大きな浸水

被害を受けたところでございます。まだ無堤部がたくさんございます。こういった無堤部

の中で、強首輪中堤、横手輪中堤で早期の効果を発現しながら治水を行っている場所でご
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ざいます。 

 狭隘部を過ぎまして、椿川の基準点を越えまして、秋田市内に今、入ってまいりました。

こちらは秋田市内の状況でございます。明治４３年の洪水を契機に、大正６年に放水路を

抜いてございます。これは放水路の発破の状況でございますが、これによりまして秋田市

内を洪水から守ったといった経緯がございます。 

 それでは、お手元の資料２－１を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。

特徴と課題でございます。 

 まずは流域及び氾濫域の概要ということでございます。流域及び氾濫域の諸元につきま

しては今申し上げたとおりでございまして、主な市町村としましては秋田市、大仙市、湯

沢市等がございます。 

 降雨特性でございますが、流域の気候は日本海性気候でございます。これは冬季に積雪

寒冷という気候でございます。年間降水量は平野部で１,５００～１,７００ミリ程度、山

地部は少し多くて２,０００～２,３００ミリ程度でございます。約４０％が冬季の降雪だ

ということが特徴でございます。こちらの洪水につきましては、著名な洪水は低気圧を伴

った前線性の降雨といったもので洪水が起こってございます。 

 次、地形特性でございます。急峻な上流部を抜けてまいりますと、中流部、先ほどお見

せしました横手盆地が広がっております。こちらはゆっくり流れながら、右からの支川、

玉川を合流しまして、狭窄部を経て秋田平野を貫流する。縦断図はここにありますように、

中流から下流にかけては緩い勾配になってございます。 

 次に下の土地利用でございます。流域の土地利用は山林等が約７７％、農地が約１９％

ございます。市街地は約４％でございます。主な産業であります米の収穫、このもととな

る水田が約１６％もあるということでございます。人口・資産は先ほど言いました都市に

集中しているということでございます。 

 主な産業でございますが、これは米でございまして、秋田県は全国第３位、その中でも

この雄物川流域はそのうちの５割を占めているという状況でございます。 

 また、全国的に知名度の高い祭りがございまして、非常に入り込み客数が多い祭りがご

ざいます。先ほどスライドでもお見せしました花火大会なんかもございます。 

 次のページをお願いいたします。改修及び直轄編入の変遷ということでございます。雄

物川は、これまで直轄区間を徐々に延ばしてきたという経緯がございまして、その変遷に

ついてご説明したいと思います。 
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 まず、江戸時代の改修でございますが、江戸時代は舟運の便を図り、たび重なる洪水被

害から領地を守るということで、一部河道のつけかえをやってございます。こちらに３カ

所、図に入れてございます。 

 その後、大正時代の改修、これは明治４３年９月に大きな洪水がございました。これを

きっかけに、まず秋田市内の下流部、河口から椿川地点を大正６年に直轄に編入してござ

います。水害の除去、秋田港の安定を図ることを目的に放水路を掘りました。これは先ほ

どご紹介したとおりでございます。 

 次に昭和の初期から中期の改修でございます。昭和２２年７月、先ほどブルーの浸水実

績をお見せいたしましたが、この洪水を契機に玉川合流点から皆瀬川合流点、また皆瀬川、

支川の皆瀬川でございますが、こちらを昭和１８年、２６年に直轄に編入してございます。

上流のほうを直轄編入したということでございます。こちらにつきましては、救農土木と

いたしまして河川改修をやったという経緯でございます。この中で大曲捷水路、先ほどス

ライドでお見せしましたが、昭和２８年から４４年に完成いたしております。また、皆瀬

ダム、鎧畑ダムといったものを完成してきたということでございます。 

 次に昭和中期から平成に関しての改修でございます。水系一貫の治水対策を目指しまし

て、今抜けておりました中流部と上流の湯沢の市街地の部分を直轄に編入してございます。

昭和４４年から４５年に中流部、上流を昭和５４年に編入したということでございます。

中流部を直轄に入れまして、先ほどご説明しました強首輪中堤といったものの整備を平成

５年から１４年にやってございます。また、玉川ダム、それから今、事業中の成瀬ダムと

いったものも整備中でございます。 

 次に参ります。主な洪水とこれまでの治水対策。主な洪水と治水計画でございますが、

治水計画は、今申し上げました直轄の編入とともに、やはり計画を変えてきていると、こ

れがポイントでございます。 

 まず４３年９月の洪水がありまして、大正６年に先ほど言いました直轄編入がございま

す。それに基づきまして、下流部のまず当初計画を立てたということでございます。昭和

１８年にまた直轄の編入がございます。上流部の直轄編入、これによりまして、１８年９

月、上流部の当初計画を立ててございます。そして昭和２２年に大きな洪水がございまし

て、これは戦後最大の洪水でございます。そして、２６年に直轄編入をいたしまして、２

６年に第一次流量改定を行っております。また、昭和３２年に第二次流量改定を行ってき

たという経緯でございます。 
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 その後、河川法の改正によりまして、昭和４１年、工事実施基本計画を策定してござい

ます。また、昭和４４年、４５年と直轄編入いたしまして、４７年７月の洪水を契機に４

９年４月、工事実施基本計画の改定を行っております。この計画が今の基本的なところの

ベースになっている計画でございます。その後、昭和５４年、直轄編入をいたしまして、

６２年８月、これは先ほど緑の浸水域を示しましたが、この洪水を経まして、６３年３月

と平成６年６月には部分改定をしている経緯がございます。 

 次、主な洪水でございますが、先ほどから申し上げています昭和２２年７月、昭和４７

年７月、昭和６２年８月と、こういった大きな洪水が出てございます。また、これまでの

治水対策でございますが、これもこれまでに申し上げました雄物川の放水路とか中流部の

大曲の捷水路、上流部の特定構造物改築、これは先ほど大久保堰が出てまいりましたが、

４つの堰を改築し、河道化していくといった事業を行っております。また、洪水調節施設

といたしまして、先ほどから出ています各ダムの整備を行ってきているといった経緯がご

ざいます。 

 次に基本高水のピーク流量の検討についてご説明いたします。まず、現計画、工事実施

基本計画の概要をご説明します。基準地点、椿川におきまして、計画規模は１／１５０の

１でございます。計画降雨は２５８.７ミリ、これは２日雨量でございます。基本高水のピ

ーク流量は９,８００㎥／ｓ、計画高水流量は８,７００㎥／ｓになってございます。 

 それでは、それ以降の年最大の雨量とか流量の経年変化について見てみたいと思います。

これはグラフが載っておりますが、雨量も流量もいずれにおきましても、既定計画策定後

に計画を変更するような大きな出水は今発生はしていないという状況でございます。 

 次、下に流量データによる確率からの検証を行っております。こちらは昭和１６年から

平成１８年、６６年間の流量データを用いた確率流量からの検証を行ったわけでございま

す。１／１５０の確率流量は８,１００㎥／ｓから１０，２００㎥／ｓとなってございます。 

 次に既往洪水による検証を行っております。既往最大洪水は、椿川地点の水位記録によ

りますと、明治２７年の８月洪水と考えられます。この洪水の雨の状況、これがきちんと

わからないものですから、類似降雨、つまり地域分布が似ている雨の洪水を選定いたしま

して、流出計算を実施し、実際に氾濫再現計算をやりまして、当時の浸水深の記録、これ

は大曲市史とか雄物川町史によりまして水位が残っております。これと合わせます。また、

椿川のピーク水位を再現いたしまして、最大１０，４００㎥／ｓという流出量があったこ

とが推定されたということでございます。 
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 検証をまとめて基本高水ピーク流量を検証してみました。まず、既定計画策定後に、計

画を変更するような大きな出水は発生していない。大きな洪水が出ていないということで、

見直しをするような状況には今のところないということでございます。さらに、今言いま

した各手法の検討、検証によりまして、総合的な判断といたしまして、今の９,８００㎥／

ｓ、これは流量データの確率から見ても、また既往洪水の１０，０００㎥／ｓから見ても、

妥当なものだと判断をいたしました。 

 次、治水対策の考え方についてご説明いたします。まず現況流下能力というところを見

ていただきたいんですけれども、これはそれぞれのハイウォーターと計画流量を流しまし

て、その差を黄色いところで塗っております。つまり、この部分が流下能力が不足してい

る区間でございます。見ていただくとわかりますように、全川にわたりまして流下能力が

不足している状況でございます。上流部におきましては、先ほどから出ております固定堰

による河積阻害が起こっているということでございます。４つの堰のところで水位が上が

りまして、流量が流れないという状況が起こっております。 

 それでは、これに対してどのように対応していくかということでございます。まず、河

道での対応。これは下にございます河道の対応でございます。下流部の秋田市街地、これ

は下に写真を入れてございますが、秋田市街地の状況は、両岸に人口・資産が集積してお

ります。このため引堤は非常に困難な状況でございます。また、ハイウォーターを上げる

こと、これは被害ポテンシャルの増加になりますし、また、橋梁かけかえ、また道路を上

げるといったことから社会的な影響が大きく、現実的ではない案となります。このため、

河道掘削等によります河道での対応を考えていきたい。 

 そういたしますと、対応可能な流量は約９,３００㎥／ｓで、これは基準地点の椿川で換

算いたしますと８,７００㎥／ｓとなります。これを計画高水量８,７００㎥／ｓと設定い

たしました。残り９,８００㎥／ｓとの差の１,１００㎥／ｓにつきましては、後ほどご説

明します洪水調節施設で対応するということを考えてございます。 

 中上流部では、今度は人口・資産の集積状況や上下流のバランス、これは秋田市街を含

めたところのバランスを考えまして、総合的な勘案として安全度１／１００の治水安全度

としてございます。下流は、先ほど言いました１／１５０でございます。上流は１／１０

０の安全度にしてございます。 

 それで、大曲地点では、先ほど、後ほどご説明しますと、洪水調節施設によります調節

後の流量として５,６００㎥／ｓを計画高水流量として設定いたしました。その他の区間で
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治水対策といたしましては、無堤部区間とか堤防断面の不足区間といったところは堤防整

備、河道掘削、樹木の伐開等を今後実施していきたいということで考えてございます。 

 次に洪水調節施設での対応についてご説明します。河道での対応で不足する流量１,１０

０㎥／ｓにつきましては、既設ダム、これは玉川ダムとか鎧畑ダム、皆瀬ダムといったも

ののほか、先ほど言いました建設中の成瀬ダム等の洪水調節施設で対応していきたいと考

えております。既設ダムにつきましても、一部のダムにつきましては、洪水調節ルールの

変更を考えながら対応していくということでございます。 

 次に治水対策についてご説明します。中流部での無堤地区での治水対策。治水対策を早

期かつ効果的に進めるために、こういう無堤部におきましては、河道や沿川の状況を踏ま

え、また住民との合意形成を図りながら、輪中堤等の対策を実施してございます。これが

先ほどから言っています強首の輪中堤でございます。写真にありますように、赤いところ

で集落を囲った整備を行っております。また、この中流部におきましては、昭和６２年８

月、甚大な浸水被害がありましたが、これと同規模の洪水に対応した築堤や家屋の移転等

の対策を現在実施しているところでございます。 

 次に河積阻害の解消について。これは上流部の４つの堰のことでございます。こちらに

ポンチ絵がございますけれども、４つの堰がございまして、今、大久保堰、これは先ほど

スライドでもお見せしましたが、可動堰として改築済みでございます。次に、幡野弁天頭

首工と湯沢頭首工を統合して改築する予定でございます。さらに山田頭首工の改築という

ものにつながってまいります。 

 次に構造物の老朽化対策でございます。これは旧雄物川の分派地点、これは秋田市内で

ございますが、新屋水門という老朽化が著しい水門がございます。また、地震の４程度で

沈下する可能性があるといった状況の中で、早急な対策を必要としたわけでございます。 

 また、危機管理といたしまして広域防災ネットワークの構築。迅速な救助や救援物資を

輸送するため、堤防や高規格道路等と広域防災拠点等を結ぶネットワークを検討してござ

います。 

 最後に河川整備基本方針におきます計画高水流量の配分図でございます。先ほどご説明

しましたように、椿川から下流は１／１５０、網かけの部分でございますが、また上流に

ついては１／１００ということで流量を設定してございます。 

 次に参ります。次は自然環境でございます。まず、自然環境につきましては、図にござ

いますように５つのブロック、区分をしてございます。河口部、下流部、中流部につきま
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しては２つに分けてございます。そして上流部となってございます。それぞれの特徴につ

きましては、表にございますように、上流部は渓流環境や樹林地がございます。中流部に

つきましては、砂礫川原や瀬、淵、また樹林地がございます。中流部の下流のほうに参り

ますと、今度は樹林地やワンドが出てまいります。そして、下流部はヨシ原、水際の湿地

がある。そして河口部は汽水域になっている。おおむねこういった環境になってございま

す。 

 それぞれの環境についての説明をいたします。 

 まず、上流部の自然環境につきましては、渓流環境を呈し、イワナやヤマメ、エゾイワ

ナなどが生息しているようなところでございます。また、湧水が見られる箇所がございま

して、トミヨの淡水型や地域固有種のイバラトミヨ雄物型が生息しているというところで

ございます。 

 課題でございますが、河川改修に当たりまして、こういうイバラトミヨ雄物型が生息す

るような細流部といったところの湧水環境に配慮が必要になってございます。実際には、

掘削に当たりましては、平水位以上相当の掘削をし、ワンド等の止水環境への影響ができ

るだけないように努めてまいりたいということでございます。また、湧水環境等のモニタ

リングを行い、順応的な管理も行っていきたいということでございます。 

 次は中流部の自然環境でございます。こちらは横手盆地を緩やかに流れ、連続した瀬、

淵が存在する。早瀬ではアユ、サケ、ウグイの産卵場がございます。また湧水箇所ではト

ミヨ淡水型が生息しているといった環境でございます。 

 課題としましては、サケやアユ、ウグイ等の産卵場、またタナゴ類やトミヨ類などが確

認されるワンド等の止水環境、またコアジサシの生息する中州の砂礫河原といったものの

保全に配慮する必要があるということでございます。実際、掘削に当たりましては、横に

横断図を入れておりますが、平水位以上相当の掘削をし、できるだけアユ等の産卵場所や

砂礫河原への影響がないよう保全に努めていきたい、また、湧水環境の保全に努めていき

たいと考えてございます。 

 次は中流部の下流側でございます。平地の狭い山あいを流れている川でございます。流

れが非常に緩やかで、タナゴ類の母貝でありますカワシンジュガイが多く確認されており

ます。 

 こういったところの課題でございますが、やはりワンド等の止水環境やカワシンジュガ

イの生息環境といったものの保全を考えていきたいということでございます。実際の対応
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といたしましては、掘削に当たり、平水位以上相当の掘削、またワンド等の止水環境への

影響がないような保全に努めてまいりたいと思います。また、背後地の山林環境と川との

連続性の維持といったものにも努めてまいりたいということでございます。 

 下流部の自然環境でございます。こちらは緩やかな流れの中で、比較的広いヨシ原が広

がってございます。ヨシ原についてはオオヨシキリやヒバリなどの草鳥類の繁殖地になっ

てございます。こちらにつきましても、課題としましては、冠水頻度が高い水際部、こう

いったところは特定種のタコノアシ等が生息しているわけですけれども、こういった場所

やヨシ原の保全を考えていきたいということでございます。 

 対応といたしましては、平水位以上相当の掘削とし、また水際植生については、横に横

断図を入れておりますが、必要に応じてミチゲーションを行っていきたいということでご

ざいます。水際部を掘削の中でつくっていくということを考えていきます。また、ヨシ原

の保全・再生に努めていきたいということでございます。 

 次、河口部の自然環境でございます。河口部は汽水域と砂丘環境が広がっております。

砂丘環境には、ハマボウフウ、シロヨモギ等の海浜性の草地が広がっております。また、

そこには特有の陸上昆虫類も生息してございます。 

 こちらにつきましての課題は、やはり汽水域の生息生育環境、また海浜性の砂丘環境、

こういったものの保全に配慮する必要がございます。実際には、治水との整合を図りなが

ら、こういった環境の保全に努めていきたいといったことを考えてございます。 

 次、水利用と水質に参ります。まず、水利用の状況でございます。江戸時代以前から多

くの取水堰を構築いたしまして、横手盆地や仙北平野などの穀倉地帯のかんがいを実施し

てまいりました。また、雄物川の水利用は農業用水と発電用水が主でございます。下の円

グラフにございますように、発電用水が約６割、かんがい用水が約３割ということでござ

います。 

 次に渇水の状況でございます。皆瀬ダム、玉川ダム、こういった水資源開発施設を整備

してまいりましたが、依然として渇水が頻発しております。表にございますように、平成

になってからも、元年、６年、１１年、１２年と４回にわたって渇水が生じてございます。

こういった中で、新たな水資源開発といたしまして、かんがい用水等を供給する成瀬ダム

による水資源開発を今行っているところでございます。 

 次は下に参ります。水質の状況でございます。雄物川における環境基準は上流から下流

域までＡ類型でございます。しかし、下流から河口の部分につきましてはＣ類型に指定さ
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れております。近年、いずれの地点におきましても、環境基準値につきましては満足して

いる状況でございます。 

 １つトピックといたしまして、玉川における水質改善がございます。これは支川、玉川

でございますが、玉川温泉がございまして、これは塩酸を多く含む温泉水が出てまいりま

す。ｐＨで言いますと１.２ぐらいであります。バッテリー液や胃液に相当する酸性度を持

っている非常に酸の高い水が大噴という噴出しているところから、これは温泉の源泉でご

ざいますが、そのまま渋黒川という川に入りまして玉川に入るといった状況になってござ

います。この水は農業としては非常に使いにくくて、昔から農業者にとって農業をする上

で非常に大変な状況であったということでございます。 

 歴史的経緯について少しご説明します。昭和９年に東北で大凶作がございまして、そう

いった中で救済の機運が高まった中、昭和１４年に農業用水の確保、及び電源開発を目的

に、内務、通信、農林の３省が協議をいたしまして、田沢湖を利用して、玉川の河水統制

計画を策定したということでございます。昭和１５年、田沢湖に導入開始とございますが、

玉川の河川水を田沢湖に一たん入れて、そこで水質を改善して、再び玉川へ戻すといった

形で田沢湖を利用するということをやったわけでございます。これは一時的に効果を上げ

ました。しかし、田沢湖自体のｐＨがやはり低下をしていった。どんどん供給されながら、

いくら大きな田沢湖もｐＨが低下をいたしました。最悪時はｐＨ４.２まで田沢湖のｐＨが

下がったということでございます。そうしますと、唯一田沢湖のみに生息していましたク

ニマスというマスでございますが、こういった魚類が姿を消して、絶滅してしまったとい

うことございます。非常に環境に大きな影響が及ぼされたということでございます。 

 その後、昭和５０年、これは玉川ダムの建設を契機に、玉川のこの水、玉川毒水対策技

術検討委員会、毒水という非常に強い言葉を書かれておるんですが、この玉川の水を水質

改善しようということになりました。ダムの建設を契機にやったということでございます。

これによりまして、昭和６３年に玉川の酸性処理中和施設を着工いたしまして、平成３年

に本格運用してございます。 

 実際どんなものかといいますのは、真ん中にあります処理過程の模式図がございます。

これ、ちょっと小さくて恐縮ですが、一番右端の大噴というところから、茶色い色があり

ますが、酸性水が入ってまいりまして、幾つかのコーン型の反応槽という水槽みたいなも

のでございますが、こちらに石灰石を入れまして、ここに酸性水を入れて中和をしていく。

そして、最終的に渋黒川に放流するといったことによりまして、中和をしてございます。 
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 効果といたしましては、玉川筋におきます農業用水の取水地点は神代ダムというのがご

ざいまして、この下流地点でｐＨが６.５となります。農業用水の基準値ｐＨ６を満足する

に至ったということでございます。ただし、田沢湖におきましては、ｐＨ６.１の水を導水

しておりますが、依然ｐＨ５.５と低く、水質改善目標のｐＨ６には至っていないという状

況でございます。これは、右側の下にあるグラフを見ていただきますと、田沢湖、緑の点

でございますが、ｐＨ６までには至っていないということでございます。ちなみにダムサ

イトはｐＨ４より改善いたしておりまして、現在、構造物に影響の出るｐＨ４を超えてい

るということで、改善ができてございます。 

 次、空間利用のお話をいたします。こちらは貴重な史跡や伝統行事がございまして、１

番から順番に地図にプロットしておりますが、旧藤倉水源地堰堤、これは国の指定の重要

文化財とか、角間川の河港跡、横手の送り盆、これは屋形船を送り出すものでございます

が、秋田県の無形民俗文化財でございます。また、伊豆山神社のぼんでん奉納、１５０年

続いております五穀豊穣の祈願祭でございます。また、大曲の全国花火大会、こういった

ものがございます。 

 また、良好な河川景観、これは右の上でございますが、桧木内川の桜づつみ、また小安

峡の渓谷、それから白鳥飛来地、こういったものがございます。 

 空間利用状況でございますが、特徴といたしまして、雄物川にカヌーの発着場が２７カ

所ございます。非常にカヌーが盛んなところでございます。また、ＮＰＯ法人等によりま

して、講習会、体験会を開催し、カヌーの楽しさ、また河川愛護としての活動が活発に行

われているということでございます。 

 次に参ります。流水の正常な機能を維持するため必要な流量の設定でございます。まず

利水の歴史的経緯でございます。昭和４９年の工事実施基本計画におきまして、椿川の正

常流量としておおむね８０㎥／ｓを設定してございます。また、平成２年、玉川ダムの完

成に伴いまして、椿川地点の維持流量７８.６㎥／ｓを確保してございます。また、椿川地

点におきましては、８０㎥／ｓで貯留制限を設定しているダムがございます。玉川ダム、

大松川ダム、協和ダム、岩見ダムと、この４つのダムは、椿川地点で貯留制限を設定して

ございます。 

 また、国営の雄物川農業水利事業で建設いたしました皆瀬の頭首工、これは昭和３９年

に完成したものでございますが、また、成瀬の頭首工、昭和４７年に完成したものでござ

いますが、こちらも取水の制限流量、椿川地点８０㎥／ｓという設定がございます。 
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 こういった経緯とあわせまして、今回、正常流量の検討をいたしました。正常流量の基

準地点は、今ずっと出ております椿川地点でございます。それぞれの検討区間につきまし

ては、維持流量の検討という図がございますが、ＡからＧまでの区間におきまして、維持

流量の検討をいたしました。その結果が右にございます縦断的な階段図でございますが、

赤い線でかいておりますのが維持流量でございます。基本的には動植物の保護で設定がさ

れてございます。特に１１キロ８００、こちらのサクラマスの遡上、サケの遡上におきま

して、必要水深３０センチを確保いたしまして７８.４㎥／ｓ、これから水利流量と流入・

還元量を相殺いたしまして、正常流量、椿川地点でおおむね８０㎥／ｓと設定をいたして

おります。河口部におきましては、４と書いておりますが、塩害の防止、これによりまし

て、河口部の維持流量も検討してございます。 

 次に参ります。総合的な土砂管理でございます。河床変動の経年変化でございますが、

これは河口から玉川合流点、玉川合流点から直轄上流端と両方分けてございますが、見て

いただくとおり、砂利採取と河川事業及び災害復旧によりまして、平均河床高が低下して

いるという状況でございます。また、砂利採取の状況につきましては、昭和４１年以降、

全川にわたり行われておりましたが、平成１７年度から全面禁止になってございます。 

 玉川ダムの堆砂状況でございますが、こちらも計画堆砂量に対しまして、堆砂率は１０％

と低い状況であるということでございます。下のグラフにございますが、途中、堆砂量が

減っているんですけれども、これは精度向上のため平成１３年度より面的計測、計測の仕

方を変えて精度を上げたところ、少し下がったという状況がございます。 

 次、河口の状況でございますが、河口には砂州が存在しております。１年を通じ一定規

模の存在でございます。特に冬期は河川流量が減少しております。冬期波浪の影響を受け

て砂州が成長してございますが、閉塞するということはございません。また、洪水等によ

りフラッシュがされているのが、平成３年の撮影した状況でございますけれども、わかる

かと思います。 

 河口付近の海岸侵食でございますが、秋田沿岸につきましては、昭和５７年から平成１

７年度まで人工リーフ等を実施しております。海浜は安定傾向を示してございます。今後

も継続してモニタリングを実施し、必要に応じて対策を検討していきたいと考えてござい

ます。 

 また、砂防の状況でございますが、八幡平山系の火山砂防事業を平成２年度から直轄の

火山砂防事業として実施しております。砂防堰堤の整備等に当たりましては、透過型の砂
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防堰堤などを整備し、土砂供給に努めるようにしてございます。 

 以上でございます。 

【事務局】  引き続きまして小矢部川水系についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。私、河川情報対策室長の○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。お

許しをいただきまして、座って説明させていただきます。 

 それではまず、３Ｄ画面によりまして小矢部川水系の説明をさせていただきます。小矢

部川は、富山県の西部に位置します流域面積６６７平方キロメートルの一級河川でござい

ます。源流は石川県と富山県の県境にあります大門山、上流には幾つかの利水ダムがござ

いますけれども、そのうちの１つに刀利ダムがございます。これは昭和４２年に完成をい

たしましたアーチ式のダムでございまして、洪水調節、かんがいと発電という目的を持ち

ました多目的ダムでございます。下流に扇状地が広がってまいりましたけれども、このあ

たり、富山県の砺波地方特有の山居村の様相を呈しているところでございます。下流から

４２キロもあるこの地点でございますけれども、江戸時代、舟運が盛んだったころは、年

貢米を積みました大きな長船がたくさん行き来をしておりました。 

 上のほうにあります３５キロ地点から下流が大臣管理区間でございます。直轄管理区間

の最上流に小矢部川大堰がございます。これは河床の安定と農水の取水を目的といたしま

して昭和５８年に完成をいたしました。これは直轄管理の堰でございます。 

 小矢部川は昭和２８年９月に台風１３号の洪水を受けました。基準地点の津沢で推定流

量１,３００㎥／ｓを流れております。このときの流量が今現在の計画の基準となっており

ます。青いところで示してありますのが、浸水区域でございまして、４,９００ヘクタール

の面積が浸水をいたしました。 

 庄川の扇状地でございますけれども、一番高いところを庄川が流れて、一番低いところ

を小矢部川が流れている。したがいまして、庄川で取水した水を農業用水として使いまし

て、それを小矢部川に排水しているというのが基本的なパターンでございます。 

 このあたり、マンセンカラマツですとかサイカチとか、富山県が指定しました絶滅危惧

種、あるいは希少種が見られる区間でございます。 

 下流、左岸から渋江川が合流しておりますが、その下流にありますのが小矢部市街地で

ございます。このあたり、以前は流下能力が半分ぐらいしかなかったものですから、大規

模な引堤を行ったところでございます。また、このあたり、空間利用だけではなくて、こ

のように親水公園で河川の利用も盛んな区間でございます。 
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 これより下流、高岡市に入ってまいりますけれども、河床勾配が４００分の１から８０

０分の１ということで、富山県の川としては非常に緩やかな部類に入ります。ですから、

このように蛇行していると、富山県の中では非常に珍しい川だと思います。 

 庄川と小矢部川は、以前は合流して海に流れておりましたけれども、庄川からの逆流で

小矢部川がかなり浸水被害があるということで、明治３３年に庄川の分離工事を行いまし

た。今のオレンジ色のところが旧河川でございます。河口には、重要指定港湾の１つ伏木

港がございまして、これは江戸時代、北前船の交易で栄えた港でございます。 

 それでは、資料２－２によりまして流域の概要をご説明させていただきたいと思ってお

ります。資料２－２をごらんください。特徴と課題でございます。まず、左上のオレンジ

色のところでございますが、流域面積及び氾濫域の諸元ということで、流域面積は先ほど

申し上げましたように６６７平方キロメートル、３段目、流域内人口３０万人に対しまし

て、想定氾濫区域内人口が１５万人ということで、そういう氾濫区域に人が集まっている

ということが言えると思います。 

 主な市町村といたしましては、富山県西部の中核都市の高岡市をはじめといたしまして、

幾つかの市が入ってございます。 

 降雨特性といたしましては、大体２,４００ミリから３,１００ミリということで、全国

でも有数の多雨多雪地帯ということが言えます。 

 その下側でございますが、土地利用と主な産業ということで、大体流域の７０％が平野

ということで、富山県の西部の穀倉地帯を潤している川でございまして、水田とか畑の利

用が流域の約４０％に及んでいるということでございます。そのほか、流域内には、アル

ミとかパルプといった重化学工業が盛んでございます。 

 右側の地形特性を見ていただきたいと思いますけれども、真ん中あたりの右側に下流部

の蛇行状況の下に、河口からの距離と標高をかいた折れ線がございまして、赤い線で小矢

部川と書いてございます。大体これ、近傍の河川でございますけれども、上流部は大体ほ

かの河川と同じように１／１００ぐらいで非常に急流なんですが、河口近くになりますと、

非常に緩流河川になっていくということで、先ほど申し上げましたように、下流部はかな

り蛇行しているということで、水衝部対策も必要になっているということでございます。

上流部でございますが、その下に書いてございます河岸段丘ですとか、あるいは渓谷の状

況を呈しているということで、勾配も１／１００と急勾配という川でございます。 

 ２ページをお願いいたします。主な洪水とこれまでの治水対策ということで、左に主な
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洪水と治水計画というのがございます。明治１６年に低水工事に着手いたしましたが、先

ほど言いました明治３３年から小矢部川と庄川の分離工事を行いまして、そのときから小

矢部川は単独水系となったわけでございます。 

 このとき改修工事に着手いたしまして、そのときの計画高水流量は１,１００㎥／ｓでご

ざいましたけれども、その後、昭和２８年に津沢の地点の流量で大体１,３００㎥／ｓ、先

ほど申し上げましたような洪水でございます。３８年にも洪水がございましたが、３９年

にも津沢の地点で１,２１０㎥／ｓという洪水が出ております。その後の昭和４３年に工事

実施基本計画ができまして、洪水といたしましては、平成２年に津沢地点で１,１９０㎥／

ｓ、平成１０年に１,２１０㎥／ｓと、１,３００㎥／ｓにほとんど相当するような流量が

何回も経験しているというのがこれまでの洪水の状況でございます。 

 それに対しまして、どのような治水対策をしてきたかというのが右側の下の欄でござい

ますけれども、上流から申し上げますと、そこに津沢改修と書いてございます、上流３５

キロまでが直轄区間でございますけれども、右の図の上流端で丸く囲ってございまして、

上のほうに写真が２つぐらいございますけれども、引堤等を行いまして、津沢地点の河積

を確保したというのと、あわせて河口にありました中部の合口堰を改築いたしまして、先

ほど申し上げました小矢部大堰を建設いたしました。これが昭和５７年から平成５年にか

けての話でございます。 

 その下流でございますが、２５キロ地点、石動地区でございます。このあたりが小矢部

市街地になりますけれども、このあたり、河積確保のために、これも大幅な引堤を行いま

して、１３０戸ぐらいを移転いたしました。これが昭和２９年から昭和４４年でございま

す。 

 中流部、三日市の床固工とか、あるいは堤防強化、これは今現在もやっておりますけれ

ども、河床低下対策とか、あるいは堤防の強化を行っております。 

 一番下流に書いてございます小矢部川、庄川の分離工事は、先ほど申し上げましたよう

に、明治３３年から大正元年ということで、洪水防御と河口に伏木港がございますので、

そこに庄川からの土砂は持ってこないようにということを目的といたしまして分離をいた

しました。 

 それが主な洪水とこれまでの治水対策でございます。 

 ３ページをお願いいたします。基本高水のピーク流量の検討ということでございます。

左のオレンジ色の枠の工事実施基本計画、昭和６３年の概要ということをごらんいただき
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たいと思います。基準地点は津沢でございまして、高岡市、小矢部市、大体一連の市街地

でございますので、守るべきところの上流端に設置されております。ここでの基本高水の

ピーク流量は今１,３００㎥／ｓとなっておりますが、これは先ほど言いました昭和２８年

９月の洪水の実績値をそのまま使っております。計画降雨量も日でございますが、実績２

５０ミリ、これを単位図法によりましてピーク流量を算定いたしまして、１,３００㎥／ｓ

という値を用いているわけでございます。 

 その右側の基本高水のピーク流量の見直しということでございますが、小矢部川流域の

重要度、及び流域規模、中には高岡市という非常に重要な都市を抱えておりますし、人口

も流域内が３０万人ということでございまして、１,３００㎥／ｓを流量等で評価いたしま

すと、大体１／８０ということで、いろいろな我々のほかの河川との横並びも考えますと、

治水安全度１／１００とすべきではないかと判断をしております。理由としましては、そ

の下に書いてございます西部の中核都市である高岡市を貫流しているということ。 

 それから、先ほど申しましたように、これまで基本高水流量に迫る洪水が昭和２８年以

降７回発生しているということで、その左下をごらんいただきたいと思いますが、年最大

雨量、及び年最大流量の経年変化ということで、上側が年最大の日雨量データでございま

すが、その下に年最大の流量データがございまして、１,３００㎥／ｓというところがピン

ク色の点線がございます。それに迫る洪水が昭和３９年、４０年、４９年とか昭和５４年

とか、平成２年、平成１０年、平成１６年とたびたび起こっているということもございま

して、基本高水のピーク流量を見直すということを今現在検討しております。 

 右側でございます。雨量データによる確率からの検討ということでございまして、まず、

降雨継続時間の設定でございますが、これは仮定の式ですとか、キネマチックの方法等の

洪水到達時間、それから洪水のピーク流量と短時間雨量との相関関係などから、降雨継続

時間は１２時間が適当ではなかろうかと考えてございます。 

 １２時間雨量、②でございますけれども、５２年間を統計処理いたしまして、確率分布

モデルの１２時間雨量、１／１００の平均値を用いますと、２０５ミリという値が出てま

いります。その下に１／１００の確率雨量の設定のところでバンドがございまして、１９

３から２２２となっておりますが、この平均値を用いているということでございます。 

 ③でございます。基本高水のピーク流量といたしましては、主な実績降雨群を１／１０

０まで引き伸ばしまして、貯留関数法により洪水のピーク流量を算出いたしました。その

結果、その右下のほうに表がございます。洪水名が６つぐらい並んでおりまして、そのと
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き計画降雨量、１２時間のときの津沢地点のピーク流量は、上から２つ目、昭和４０年９

月の１,６００㎥／ｓということが出ましたので、今回、基本高水のピーク流量は１,６０

０㎥／ｓと設定させていただいてはどうかと考えてございます。 

 ４ページでございます。では、この基本高水のピーク流量についてのさらに検討でござ

います。先ほど申しました昭和４０年９月型の洪水で１,６００㎥／ｓということになって

ございます。これを検証いたしますと、まず実績の流量データの確率から検証いたします。

さまざまな確率の分布モデルのいろいろな方法で、１／１００の流量確率を計算いたしま

すと、バンドとしまして１,３００㎥／ｓから２,０５０㎥／ｓという幅が出てまいります

ので、１,６００㎥／ｓはそのうちの中に入っているということでございます。 

 右上に行きまして、既往洪水による検証ということで、これまで一番湿潤状態が高かっ

た昭和４９年７月洪水時に、一番降雨が多かった昭和２８年９月洪水の降雨を降らせて計

算いたしますと、津沢地点で約１,６５０㎥／ｓということで、大体１,６００㎥／ｓ近く

の流量が、そういう仮定では出たのではないか。 

 それから、１／１００の確率モデル降雨の波形によりまして、１／１００の洪水流量を

算出いたしますと、それぞれのパターンごとに１,２００㎥／ｓから２,０５０㎥／ｓとい

う値が出てまいりますので、この中にも１,６００㎥／ｓが入っていると。そういうことか

ら総合的に判断いたしまして、基本高水のピーク流量、津沢地点では１,６００㎥／ｓとい

うのは妥当ではないかと現在は考えているところでございます。 

 ５ページをお願いいたします。では、その１,６００㎥／ｓの基本高水流量をどのように

治水対策として行っていくかということでございます。左側、治水対策の基本的考え方と

いうところをごらんいただきたいと思います。現在、この流域には治水の容量を持ちまし

た県が管理されておられる既存のダムが４つほどございます。刀利ダム、臼中ダム、城端

ダム、子撫川ダムとございますが、このうち津沢地点の上流にありますダムとしては３つ

ございまして、刀利ダム、臼中ダム、城端ダムと。このダムが実際に津沢地点でカットで

きる、調節できる流量が、検討いたしますと３００㎥／ｓでございます。したがいまして、

基本高水のピーク流量１,６００㎥／ｓのうち、３００㎥／ｓをカットいたしました残りの

１,３００㎥／ｓを河道で処理をしたいと考えてございます。 

 河道の１,３００㎥／ｓの処理の方法でございますけれども、１つは堤防の断面不足とな

っている箇所においては築堤を行いますし、流下能力が不足している箇所につきましては、

河道掘削、あるいは樹木伐開を行っていきたいと思っております。そのとき河道掘削に当
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たりましては、河道特性とか河道の安定維持、河床変動等を見ながら総合的に行っていき

たいと考えてございます。 

 その下にちょっと細かく書いてございます、流下能力の確保といたしましては、基本的

に大規模な引堤というのは社会的影響が大きいので、平水位以上の部分につきまして部分

的に掘削をしていったり、河道内樹木につきましては、治水上の支障とならない範囲で適

切に管理をしていきたいと考えてございます。 

 右側に治水対策でございまして、先ほど申しました刀利ダム等の既設ダムによりまして、

３００㎥／ｓを調節する。その下が、堤防断面が不足している場合には、弱小堤対策とい

うことで、腹づけですとかかさ上げ等を実施していきたい。 

 支川につきまして、ある程度内水氾濫もございますので、合流点処理も行っていきたい

と思っておりますし、その下でございますが、下流部につきましては、非常に蛇行してい

るところもございますので、護岸工ですとか水制工等を行っていきたいと思っております。 

 河口部につきましては、伏木港がございまして、港湾の管理者と調整しながら河道整備

を行っていきたいということでございまして、その結果、右上でございますが、計画高水

の流量配分につきましては、基本高水１,６００㎥／ｓに対しまして、一番右側の津沢地点

で計画高水流量１,３００㎥／ｓと設定させていただきたいと考えております。 

 以上が治水対策の考え方でございます。 

 次に自然環境でございます。左上に流域図がございまして、河口から小矢部大堰までを

下流部、小矢部大堰から刀利ダムを中流部、刀利ダムから一番上の源流までを上流部と分

けてご説明をさせていただきたいと思っております。 

 真ん中でございますが、上流部の河川環境ということで、刀利ダムから源流につきまし

て、１／１００ぐらいの急峻な地形でございます。山間地特有の風光明媚な景観を有して

おりまして、渓谷美を結構持っております。したがいまして、課題のところに書いてござ

いますが、渓谷美保全のため、景観、環境への配慮が必要ということで、その写真を挟み

ました下にございます、自然豊かな河川環境と山間渓流の渓谷美など現状の河川環境を保

全していきたいと考えてございます。 

 中流部でございますが、このあたり、現状は瀬と淵が形成されておりまして、生物の良

好な生息環境が提供されてございます。サギとかセキレイ等もおります。カモ等も来てい

るということでございますが、課題といたしまして、陸域から水際まで、生物の生息環境

が低水護岸により断たれている区間があると、かなり勾配のきつい護岸があるということ
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もございますし、また、落差工等で上下流の連続性がないという場合もございますので、

対応といたしましては、生物の陸域と水域の連続性に配慮しまして、植生を考慮した護岸

による河川改修を行っていきたいと考えてございます。また、落差を解消して、生息環境

の連続性を確保していきたいと。魚道のついているところもありますけれども、ない施設

もあるということでございまして、今度そのあたりを課題としていきたいと考えてござい

ます。 

 一番右の下流部の河川環境でございますが、現状といたしましては、カモ、２つ目の点

でトミヨとかマハゼとかが生息してございます。水際ではミクリ等がございます。一番下

のポツでございますが、希少な植物としてサイカチとかマンセンカラマツ等も生息してい

るということでございます。 

 下流部につきましては、流下能力が不足していることもございますので、改修をしてい

かなきゃいけないのですが、そのときには、特定種の生息とか生育に配慮をしていく必要

があるのではないかと。外来植物が結構生息しておりますので、その対策も必要なのでは

ないかと考えてございます。 

 したがいまして、対応といたしまして、右下にございますけれども、河口の湿地帯とか

ヨシ帯の保全、３つ目のポツでございますが、アユとかサケの産卵場となる瀬とか淵みた

いなものも保全していかなきゃいけないんじゃないか。５つ目のポツでございますけれど

も、河道改変に当たっては、専門家の意見を踏まえながら環境モニタリングを実施して、

その結果をフィードバックしていく必要があるのじゃないか。一番最後でございますが、

外来植物につきましては、種子が出る前に駆除するとか、あるいはいろいろな定期的な駆

除とかをいろいろな方々の意見を聞きながらやっていかなきゃいけないと考えてございま

す。 

 以上が自然環境でございます。 

 次、７ページでございますが、水利用と水質、空間利用ということでございます。水利

用の分でございますが、古くから農業用水の取水が行われていたということでございます。

先ほど申しましたように、扇河の扇頂部、要するに庄川のほうから取水をいたしまして、

それから砺波平野の農地で使った農水が小矢部川に排水されるということでございます。

そういう農業用水の利用と、刀利ダムをはじめといたしました５カ所の発電所で、最大２

万５,０００キロワット発電しているということで、農業用水と発電用水の使用が主なもの

でございます。 
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 水質につきましては、基本的に全観測地点で環境基準を満たしております。ただ、河口

につきまして、Ｄ類型なので、環境基準は満たしているんですけれども、やや高いところ

にあるかなということは言えるかと思っております。今後とも良好な状況を維持していき

たいと考えてございます。 

 右側の空間利用でございますけれども、高水敷を利用いたしました公園とか緑地とか運

動という空間利用、それからコイのつかみ取りとか、そのような水際でのいろいろな利用

のされ方も多くされている、親しみのある川だと考えてございます。特に下に書いてござ

いますが、高水敷、あるいは散策といった利用をされているというのが多いのではないか

というのが我々の調査の結果でございます。 

 ８ページでございます。流水の正常な機能を維持するため必要な流量の設定ということ

でございます。水利の歴史的な経緯でございますが、昭和１４年に中部合口堰堤が完成し

まして、その後いろいろ調整をしまして取水量を確認して、昭和１８年までに中部の６用

水の系統が合口改良されたという経緯もあります。 

 それから、五位庄用水、下八ヶ佐加野用水等、用水量、それぞれ頭首工ですとか、床固

め工が建設されたことによりまして、安定的な取水が可能になったということもあって、

水争いも一段落している。 

 それから昭和４０年でございますが、刀利ダムが完成いたしまして、発電利用もされる

ようになったということでございます。そのほか、小矢部大堰での中部の合口堰堤が老朽

化したことによりまして、５８年に改築をしておりますが、その時点でも地元の関係者の

方々と取水量についての確認、合意をされているという経緯がございます。 

 維持流量の設定はございませんけれども、小矢部大堰におきまして、農業用水の取水を

確保した上で、余剰水は下流に放流しようということで、魚道については０.８４㎥／ｓと

ございますが、そういうこれまでの水利用のいろいろな経緯がございます。 

 そういったものを踏まえまして、今回、正常流量を設定するに当たりまして、まず維持

流量としましては、左下に必要流量の検討と書いてございますけれども、動植物の生息地・

生育地の状況ということで、サケ、サクラマスの移動、ウグイの産卵等のために必要な流

量ということで、４.３㎥／ｓというのが植物にとって必要な量でございます。 

 右側に流量の縦断図がございますけれども、２７.３キロで４.３㎥／ｓ必要なんですが、

区間Ｃというところがございます。３４.８キロぐらいまで載ってございますが、この区間、

維持流量は４.３㎥／ｓが必要ということになりますと、上流部のところでクリティカル地
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点というのがございますが、この地点で４.３㎥／ｓが必要と。基準地点が３２.８キロぐ

らいだったと思いますけれども、そのあたりの間の流入量は１㎥／ｓを超えまして、５.

３ですが、おおむね６㎥／ｓ程度が必要ということで、正常流量は、基準地点の津沢にお

きましておおむね６㎥／ｓということにさせていただいてはどうかということでございま

す。 

 ９ページでございます。総合的な土砂管理ということでございまして、３つほどそこに

図がございます。昭和５０年から５５年、真ん中が５５年から平成２年、一番下が平成２

年から平成１４年ということでございます。以前はいろいろな掘削ですとか、あるいは出

水による河床変動がございましたけれども、近年は、一番下のグラフの距離標１６キロぐ

らいに、例えば岸渡川の合流点処理によって河道掘削をしたという影響とか、あるいは一

番右でございますけれども、河川管理者から河川管理上必要な砂利を取ったというところ

を除けば、ほぼ比較的安定しているということが言えるのではないかと考えてございます。 

 右上の河床材料のところでございますが、河床材料の分布のグラフがかいてございます。

変化はほとんど見られないということでございます。 

 右下の河口部の経年変化でございますが、港湾区域でもございまして、航路維持のため

に定期的に維持しゅんせつをしているということもございます。河道閉塞、あるいは砂州

の堆積というのは発生していないということでございまして、河口部については安定して

いるということが言えると思います。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明についてご意見を承

りたいと思います。まず雄物川流域で、地元に詳しい委員としてご出席の○○委員からお

願いいたします。 

【委員】  私、正直なところ、この資料等を初めて見ました。今ちょっと思ったことは、

やはり水利用という立場から私が考えておりますのは、どうしても水利用の中で水田利用

がすごく多いわけです。そのために、ちょうど田植えの時期ころの水の汚れぐあい等がも

のすごく気になっていたのが、このことでよくわかったわけなんですが、できれば水のき

れいさということについて、もう少し取り組むようなことができないかなと思ったところ

です。 

 以上です。 

【委員長】  それでは、小矢部川の地元に詳しい委員としてご出席の○○委員、お願い



 -23-

いたします。 

【委員】  よろしくお願いします。実際ほんとうにどんな会なのかわからずに参加させ

ていただいて、きょうは私、肩書きと申しますか、地元の消防団分団長ということになっ

ておりますが、私はその消防の分団長よりもほんとうに小矢部川のすぐ横で５０年ちょっ

と住んできたという立場のほうがいいのではないかなと。ほんとうの小矢部川のすぐ横で

生活していた住民としての立場で話したほうがいいのではないかと考えております。 

 そして今、資料をご説明いただきましたが、ほんとうに小矢部川のことをこれだけ考え

ていただいて、ありがたいなという気持ちと、専門的な用語がたくさんありますが、そう

いうことは一切わかりません。私は住んでいて感じたことを少し話したいと思いますが、

今まで小さいころから考えた小矢部川は、まず富山県に７大河川とありますが、一番恥ず

かしい川だなというイメージをずっと小さいころ持っておりました。というのは、ほんと

うに汚い水が流れている川で、生活排水がどんどん流れる川だったのか、まず最近でもわ

かるようになったのが、アユが一番おいしくない川だと。要するに水が汚いからおいしく

ないんだと思いますが、そういう川だったり、いつもごみが流れていたり、小さいときは、

夏休みはそこで泳いでいたわけですが、ある時期からもう汚いから泳いではいけないとい

うことになって、ほんとうにイメージが悪い小矢部川だと思っておりました。でも、最近

はほんとうに変わりまして、水も徐々にきれいになりましたし、下水の整備もやりました

ので、そういう水も流れないということで、ほんとうにきれいな川になって、いいことだ

なと思っております。 

 それから、先ほど資料にありましたが、この河川公園、７ページにあった利用なんです

が、そこの写真の右に、小矢部川の花菖蒲祭りとありますが、私の家はその写真の右上の

角にちょっと高い看板が見えますが、そこで写真館をしておりまして、ずっとそこで住ま

っています。ずっとと申すのは違うんですが、先ほどありました２８年洪水、まともにそ

こを受けまして、私どもの住まいはこの写真のちょうど左手のほうにあったわけなんです

が、その２８年の洪水で、町内がここの北陸道沿いに五十何軒の町内だったんですが、見

事にそこで二分されまして、国道８号線ができるということで、そこに見えますのは、新

しくできた橋と、向こうに北陸本線が走っているんですが、そこへ移動したという経過が

あります。 

 それで今、その花菖蒲祭りなんて、このように公園になっておりますが、自分たちの小

さいころは草ぼうぼうで、自衛隊が戦車を持ってきてキャンプするような、すごい荒れた
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土地だったんですが、おかげさまでこのように整備していただいて、今はまちの花の菖蒲

なんですが、菖蒲祭りをさせていただいたと。これも私たちも商工会なんかでいろいろ企

画して祭りをさせていただいているんですが、小さいころは、自分たちはすぐ横にいたん

ですが、川は建設省の管理で、もう何か中へ入って何もしちゃいけない、いじってはいけ

ないというような聖域のようなところがありまして、杭１本打ってもいけないんだぞとい

う感じで、もう何か隣にいながら、なかなか自由のきかないところで、やっぱりお国の、

建設省のところだということで、敷居が高いような感じだったんですが、最近はこのよう

に公園にしていただいたりして利用して、親しく川になじんでいるといいますか、前は何

かお願いに行っても、川へ物を流しちゃいけない。私ども、夏祭りでやっているんですが、

灯籠流しを、私の家が写真館なので、昔の写真があったら、小矢部川で灯籠流しの写真が

あったので、ぜひそれを復活しようということで、やりたいなと思ったけれども、絶対許

可出ないんじゃないかということで、建設省の支所に行きましたら、いいよと、後で回収

してくれれば、何ぼ使ってもいいよということでいただいて、今、菖蒲祭りは夏祭りにさ

せていただいているということで、すごく今は小矢部川、なじんでおります。 

 そして、最近では、地元で自治振興会で川を美しくする会をつくりまして、年に４回ほ

ど、つい２週間前も日曜日、ここで掃除をしたんですが、そのように、ほんとうに今は親

しんだ川として、また、祭りをさせていただいて、福岡のフェスティバルではコイのつか

み取り、そして小矢部川のここの夏祭り、それから上流の津沢での花火ということで、川

を利用してということで交流をしておりますし、そういうことで、今はほんとうに小矢部

川、自慢の持てる、イメージの悪い川だったんですが、おかげさまで。 

 まだ肝心の洪水なんですが、自分らは、どれだけ雨が降っても、何か心配が一つもない

というか、安心して生活しております。この福町の小矢部のこのあたりが小矢部川の淵で

一番住宅の多い、一番近いところに住まいしている地区じゃないかと思いますが、雨が降

っても、何か最近は心配がない。詳しくわかりません、上流のほうはわかりませんが、私

どもはほんとうに安心して住まいしております。過去、一度大きい水がついたのは、この

堤防の真ん中ぐらいまでついたことがあります。年に一、二回は必ずこの公園は全部水び

たしになることはあります。この菖蒲が咲くころに水がついて、全然見えなくなって、隠

れたりすることもありますが、それ以上、氾濫するとか、そういう心配はなく、安心して

生活しているんじゃないかと思っております。 

 すみません、長々と話しまして。 
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【委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、河川工学の専門の方からお伺いしたいと思います。まず○○委員、お願いい

たします。 

【委員】  非常に説明も上手といいますか、しっかりしていただきまして、資料も非常

によくまとまっていまして、理解しやすかったという印象を持っております。 

 まず雄物川ですけれども、５ページを見ていただきたいんですが、ここに計算水位とい

うのが書いてあるんです。左の図ですね、縦に標高、横軸に距離をとっています。この計

算水位というのがちょっと気になります。というのは、河口、市街地ですか、０キロとい

うのはどこかよくわかりませんが、河口としますと、水面形はＭ２カーブですね。ちょっ

と考えにくい水面形になっているんじゃないかな。普通、Ｍ１カーブで、低下背水で河口

までずっとくるような格好になります。例えば小矢部川を見てください。小矢部川の５ペ

ージ、これは計算水位、すりつくような格好で、河口水位にＭ１カーブでくっついていく

んです。この境界条件ですね、河口の境界条件、ちょっと気になりますので、この計算水

位、どういうふうに境界条件を与えて計算したのかというのを１点、教えていただきたい

ということでございます。 

 それから、玉川というのは非常に特徴的なところだと思うんです、強酸性の川であると

いう。大噴ですか、ここで非常に低いｐＨの強酸性の湯がわいているということですけれ

ども、これが一体どのあたりなのかというのを教えていただきたいのと、これは石灰岩を

投入しますと、ＣａＣＯ３が化学反応か何か起こして堆積しますよね、ちょっとその辺よ

く専門じゃないのでわかりませんけれども、そういったできたものの処理というんでしょ

うか、化学反応を起こしたやつの処理ってどういうふうにされているのか、先ほどの処理

機械というかシステムがありましたよね。あそこを通して全部処理しちゃって、きれいに

なった水を元に返しているのかどうか、ちょっとそのあたり教えてください。 

 それと小矢部川ですけれども、かなり上流の津沢ですか、ここで基準点をとっているん

ですよね。今まで私、例えば高岡があったり、小矢部市があったり、何かもう少し重要地

点、主要地点、もう少し下流にある場合は、そのあたりが基準点になっていたように思う

んですが、なぜこういうかなり上流部の津沢というところが基準点としてふさわしいのか、

以前、基準点の考え方ということを教えていただきましたけれども、この津沢に限っても

う一度確認させていただきたいと思います。 

 それから、この川は治水安全度を上げるために１／１００のためにがちがちにするよう
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な川じゃないなという印象を持ちまして、自然と一体となった川づくりというのが非常に

重要だなと。どの川もそうなんですけれども、特にそういう印象を持ちました。具体的に

どういう整備をしていくかというのは、委員会、整備計画の中で検討していただきたいと

思うわけでございますけれども、特に小矢部川に関しましては、基本高水とか計画高水に

関しましての設定は妥当であると思いました。 

 以上です。 

【委員長】  ただいまのご質問に対してお答えできるところはお答えください。 

【事務局】  河川計画課長の○○でございます。玉川の話でございますけれども、玉川

温泉というのは、一番最初の地図で見ていただきまして、支川の玉川のずっと上流のほう

が一番上に焼山というのがございますけれども、このすぐ下あたりに玉川温泉というのが

ございまして、そちらのほうから自噴している状態でございます。 

 ここの噴いている、大噴（おおぶけ）といいますけれども、そこの水質の特徴なんです

けれども、先ほども室長のほうから説明しましたけれども、塩酸が卓越している水質にな

っております。通常、日本では塩酸が卓越している場合と硫酸が卓越している場合があり

まして、硫酸が卓越している場合には、石膏ができて、反応が悪くなるということが、先

生ご指摘のとおりあるんですけれども、ここは今申しましたように、塩酸が卓越している

ものですから、すごく反応効率がよくて、石の周りにそういった石膏がつくとか、そうい

ったことがなくて、コーン型の中で接触反応させて、溶けていくということになってござ

います。 

【事務局】  小矢部川の基準地点の考え方でございますけれども、ご存じだと思います

けれども、その流域の中で一番重要な守るべきところ、ここでいうと高岡市ですとか小矢

部市があると思いますけれども、そういう守るべきところの直上流部に置くというのが基

本的な基準地点の考え方でございまして、この場合、高岡市と小矢部市、大体つながって

いると考えておりまして、その直上流が津沢ということで、以前からこのように運用させ

ていただいているという考えに立ってございます。そのほか、この地点、かなり前から水

文データの蓄積も図られておりまして、この地点の水位の状況を守るべきところに、事前

にできるだけ早く伝えるという意味からも、直上流部における設定が妥当ではないかと

我々のほうでは考えております。 

【委員長】  もう１点。 

【事務局】  先ほどの河口の境界条件なんですけれども、定期横断測量で砂州の部分が
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出ておりまして、急縮の形をとっております。そのために、どうしてもＭ２のような形の

水面形があらわれるということでございます。ですから、ほんとうに洪水流で飛んでいる

状況であれば、もう少し変わってくる可能性があります。これについてはモニタリングを

しながら、もう少し現象を解明していかないとおかないところもありまして、条件として

はそういうことだと思います。 

【委員長】  よろしいですか。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【委員】  雄物川です。雄物川の下流が１／１５０で、中上流部を１／１００の治水安

全度にするということで説明がございまして、基本方針としてはこういうことでよろしい

と思います。しかし、今の整備レベルの低い状況をどうやってそこまで持っていくのかと

いうのは気になるところです。強首の例がありましたが、中流部の４０キロ付近の改修は

どういうふうにしていくのか。すなわち、下流の秋田市に対して持っている治水上の役割

をしっかりと意識しながら、どうやってそこの安全度を上げていこうとするのか。具体的

には一部堤防もできていますから、堤防をきっとつくっていくんでしょうが、大きな堤防

にするのがいいのかどうかも含めて検討する必要があります。すなわち、秋田市の治水レ

ベルも十分でない状況の中で、基本方針としてはこうやりますというのは構わないんです

が、整備計画の段階から相当注意して、どんな順番でどういうやり方をやるのかというの

を明確に打ち出していく必要がある川ではないのかなと思っております。 

 そういう意味で治水のレベルを上げるに特に難しい川なので、いろいろな努力をして、

地域によく理解をしてもらい上下流バランスをどう考えるのかは決定的に重要なことです。

それをどういうやり方で進めるのかを十分ご検討していただきたいと思います。 

 第２点目は、最下流部、雄物川放水路のところも、実はそれほどの流下能力はないとい

うことで、掘削をすることになっています。私は、現地を見せていただいたんですが、放

水路に３つほど床固が入っているんです。掘削をするといいますけれども、よく調べてい

ただきたいのは、床固が放水路の河床に対してどういう役割をしているのか。もちろん床

止めが流下能力を低下させているというのはそのとおりなんですが、３つの床どめがどう

いう役割をしているのかを、拡幅と河床掘削にあたってしっかりと見きわめる必要がある。

もう、大正時代からずっとそれが働いてきているわけですから、これを十分調べる必要が

あるし、時によっては模型実験もやってみる必要があるかもわからないと感じております。

あそこは両岸、密集市街地になっていまして、拡幅も難しいところだということを理解し
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ておりますが、そういう意味では、掘ることは大事です。 

 そこで、先ほど○○委員からお話がありましたが、河口は湾曲してぐっと絞られながら

海へ出ています。日本海側は潮位はほとんど変化しませんが、洪水位は数メートル上がり

ます。川底が洪水中変わらなければ、○○委員が疑問を持たれたように、河口ですとんと

落ち込む、Ｍ１カーブの急激なもので、射流が出るような計算になります。しかし、おそ

らく川底は相当洪水中下がっているだろうと思います。大流量が出たら、河口で川底は下

がっています。そういうことを考えた計算をやる必要があります。小矢部川ではそれをや

っているはずです。そういう河床低下を考慮した計算をやって、実際に起こった洪水の痕

跡をどの程度説明できるかというのを検討していただければと思います。 

 最後に、雄物川放水路が持っている価値を十分書き込んでいただきたい。すなわち、雄

物川の放水路をつくったことによって秋田市が工業地帯になり、十分発展したという経緯

があります。現在、放水路というのはなかなかつくりづらい状況になっていますが、実は

過去この時代にやられた荒川とか雄物川放水路のもたらした役割の重要性というのを、こ

ういうときにしっかりと書き込んでおいてもらって、放水路というのは治水対策としては

非常に重要な方法なんだということを担保できるように、経済的効果、まちの発展、治水

上の安全性の確保といったことで書き込んでいただきたいというのがお願いです。 

 以上が雄物川です。 

 それから、小矢部川についてです。小矢部川のきょうのご説明で、以前は違う方法でや

って、計画規模も最大規模で大体決まっていたということですが、今回は、ほかの川と同

じように、規模を考えて１／１００にして、そして貯留関数法を用いて検討し、１,６００

㎥／ｓの基本高水、上流の刀利ダムで３００㎥／ｓカットし、結果的には工実と同じよう

になって、１／１００の治水安全度で、１,３００㎥／ｓ河道をつくる。このようにやって

いただければいいなと思っています。 

 第２点目は河口部なんですが、小矢部川の資料２－２の５ページです。５ページの右下、

「河口部では港湾管理者と調整しながら河道整備を実施」と書いてあるんです。河口部は、

実は港湾区域と重なっているため、両岸に堤防がない。この図にありますように、計画高

水の絵を見ますと、計画高水位と地盤高がここはほぼ一致しているんです。以前も釧路川

のとき、港湾区域で同様な状況となっており、高潮問題と津波の問題がありました。ここ

の港湾区域には住宅もあります。河川の水面を河川管理者が管理していればいい、整備の

途中段階ということで、主に水面管理やられてきたように思うんです。これからは治水上



 -29-

そういかないだろうと思います。港湾区域であっても、高岡市と一緒になって、治水上ど

のぐらいの堤防が必要なのか、つくるとしたらどの規模なのか、ハイウォーター堤は必要

なんでしょうけれども、今後治水の安全度をどうするのかというのは大変大事な問題にな

ります。ここにはパルプ工場とか大きな工場がたくさん入っているんです。それから、市

街地が発展しているんです。その中で、実は堤防がない、岸壁に船が着くためにそういう

構造になっているわけです。河川管理者は港湾管理者とともに、その問題を日常時と異常

時の問題をどう両立させるのか、考えていかなきゃならないだろうと思います。 

 このような川は、結構あるんです。河口港のために港湾にお任せしている。ですから、

９ページの図を見たら、河床変動データなしになっているんです。９ページの３キロまで

ピンクでこうなってて、データなし。ここでは港湾が浚渫をしていて、お任せしていると

いうことです。やはり港湾区域といえども、河川管理というのはどういうことなのかにつ

いて、きちっとしていただきたいと思います。 

 それから、庄川と小矢部川は、以前は一緒になって流れていたということです。庄川流

域は、標高が高いものですから庄川の左岸が境界となっているんです。小矢部川の流域と

いうのは、庄川の左岸まであるのです。ところが、庄川が切れた場合には、小矢部川流域

の高岡市をはじめとして大変なことになる。実は小矢部川の治水事業と同じ程度に大切な

ことは、庄川の左岸を破堤しないようにしっかり守る。そうなってくると、流域の考え方

と、氾濫区域の考え方をどう定義するのかというのを、こういうときに考えておかないと、

小矢部川が氾濫したって、そんなに激流が来るわけじゃないけれども、庄川が氾濫したら

大激流が押し寄せて来るということを小矢部川流域の治水において考えていくことが必要

じゃないかなと思います。 

 以上です。 

【委員長】  それでは、○○委員、お願いいたします。 

【委員】  ○○委員とかなり問題意識が同じなので、小矢部川のほうからいきますが、

今おっしゃったまさに庄川の氾濫域が小矢部川であるということで、具体的に図としては

８ページのあたり、霞堤が右岸側にありますよね。これは想像するに、庄川の洪水氾濫の

排水のためではないかという気がするんですが、この霞堤の話がきょうあまりなかったん

ですが、こういう霞堤を、庄川との関連になるかどうかはよくわかりませんが、どう考え

るかということを次回にお伺いしたいと思います。 

 それから、庄川についてもう１点。先ほどこれも○○委員がおっしゃいましたように、
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実績洪水が１／８０であったのを１／１００にしたというのは結構だと思うんですが、こ

のやり方として、貯留関数法を適用する場合に、実績の降雨パターンを引き伸ばしてとい

うことなんですが、これはしようがない、そういう例はたしかないんですけれども、その

ときに、比較するような例はなかったんでしょうか。つまり短時間降雨にした場合に、非

現実的なものが起こるという、ちょっとその辺の、少し具体的に降雨パターンの関係をお

聞きしたいと思います。実際、１,３００㎥／ｓが１／８０、１／１００にして１,６００

㎥／ｓになるというのは、感覚的にはかなり大きく、つまり対数分布みたいなものですか

ら、増分は小さいはずなんだけれども、これはおそらく降雨パターンによってこういう３

００㎥／ｓという値に増加されたんだと思うので、降雨パターンが重要なので、その点を

次回でも資料を出していただければと思います。 

 それから、雄物川について３点ですが、これも最初の工実で、全川を１／１５０にした

というのを上下流のバランスで、中上流を１／１００にしたというのは、これまでいろい

ろな川で考えてきた上下流バランスに沿ったいい考え方だと思います。 

 ただ、そのときに、これも○○委員が指摘されましたけれども、強首狭窄部をどう考え

るかということですが、私自身の勝手な理解かもわかりませんけれども、あそこで輪中を

つくったり、家屋移転をやっているということは、強首である種の遊水効果、調節効果を

考えているんだと思うんです。これはある意味じゃ自然遊水、調節池をつくるわけじゃあ

りませんから自然遊水というのか自然調節というのかわかりませんが、この効果をおそら

く評価されていると思いますので、評価されているのなら、やはりそれを出していただき

たいし、それが流量配分図には表記できなくても、やはりその辺は理解が必要だと思いま

すので、もしやっておられたら、それを強首狭窄部上流の調節効果を出していただきたい。 

 それから、あと２点ですみませんが、ページで言うと５ページの一番右の上の下に家屋

移転の対策というのは、土地利用一体型の水防事業というので、かさ上げとかそういうの

があるんですが、移転というのはなかなか例は少ないんじゃないかと思うんですが、この

家屋移転というのは具体的にどういうことで進めてられるかというのは、次回にでもちょ

っと教えていただければと思います。 

 それからもう１点は、７ページの玉川と田沢湖のことですが、私もこれは、こんなこと

が行われているというのは数年前に初めて知って驚きました。まさに電力開発の国策で、

まさに毒水を田沢湖に入れて、環境をつぶした。それがあまり日本中で問題にならなかっ

たというのも、ほかに知られなかったというのも、当時の電力開発という国策がためだと
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思うんですが、現在、中和しているということですが、この７ページの右下の図を見ると、

ダムサイトでもｐＨの改善がだんだん、赤い丸ですね、下がっていると。それに伴って田

沢湖でも下がっているんですが、一方、ダムサイトではｐＨ４を基準にするというんです

が、田沢湖にとってはｐＨ６にしたいと。何かこれだけ見ると、ダムサイト、つまりダム

にとって悪くなきゃいいという中和をやっているがために、田沢湖にとっては、改善はし

ているんですけれども、田沢湖を目標には中和操作をしていないんじゃないかというふう

に見えるんですが、この点はどうなのかということをお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

【委員長】  いろいろとご質問があって、次回の資料ということですが、ただいまの中

で、今答えられるものがありましたら答えてください。お願いします。 

【事務局】  ちょっと私の説明が悪かったですね。ご迷惑かけたんですが、工実を１／

１００と１／１５０で、同じ考えでございます。先ほど、表に出ているのは１／１５０と

いう形で工実のとおりお話をしましたが、思想としてはちゃんと１００と１／１５０と安

全度を分けて設定してございます。 

【委員】  ただ、私は見たら、工実の図と流配が全然違っていますね。工実の配分図は、

上流の流量が結構多いのを、今度は下げたんだと見たので、今のように、同じなのか、同

じ？ ７,０００というのが違うのか。何か工実と流量配分と違うような感じがしたので。 

【事務局】  少しです、変わってございますけれども、基本的な考え方は同じでござい

まして。 

 それから、強首のところでございますが、基本的に最終的には堤防をつくっていくとい

うことで、調節効果というのは基本方針では見込んでおりません。ただ、途中の段階にお

いては、当然遊水効果があれば、そこは見込めるとは思いますけれども、今回の基本方針

としては見込んでいないということでございます。 

 家屋の移転も、そういう意味では堤防を今後つくっていく中で、川として必要なところ

の移転をしていただくということで、家屋移転から進めさせていただいているという状況

でございます。 

【委員長】  じゃ、その他また次回資料ということで。それでは、○○委員、お願いい

たします。 

【委員】  私は農業農村工学の立場からここに出席していると思っておりますけれども、

そういった面で利水に対する視点ということでの意見を申し上げたいと思います。 
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 １点は、後でいいんですけれども、雄物川水系でいいんですけれども、河川の流量観測

地点はどこか、水系なり設置されて流量を推定されている地点がどこかということを教え

ていただきたいと思っています。 

 それで、正常流量なんですけれども、昨年でしたか、「確保する」と「確保に努める」と

いう言い回しでこの正常流量の維持については書き分けるという話で整理がされたと思っ

ております。ここで非常に特徴的なんですけれども、例えば雄物川は４,７１０ｋ㎡で、正

常流量は８０㎥／ｓ、小矢部川は６６７ｋ㎡で、６㎥／ｓ。我々、昔、感覚的に河川維持

流量、１／１０渇水量という感じで考えていたんですけれども、大体１００ｋ㎡で１㎥／

ｓということでいきますと、雄物川は４,７１０ｋ㎡で、１／１０渇水量は５１㎥／ｓです

から、大体うまくいっているなと。小矢部は６６７ｋ㎡で４.６㎥／ｓ、流域の差でこうな

るんだろうと思いますけれども、ただ、正常流量が、雄物川は８０㎥／ｓになったんです。

１／１０渇水量５１㎥／ｓに対して８０㎥／ｓ、非常に大きな数値が設定されていますけ

れども、ここでは表現的には「確保する」ということで、正常流量確保の見通しがあると

いう判断をされているわけですけれども、小矢部川の場合は、６㎥／ｓということですけ

れども、「確保に努める」という表現になっていまして、流域とかいろいろな河川流況全体

の状況で変わってくるとは思いますけれども、何かちょっと感覚的にはどうかなという感

じがしております。 

 そういった意味で、５１㎥／ｓが８０㎥／ｓの正常流量で、雄物川場合、設定されてお

りますけれども、これを我々ですと、河川協議等で経験していますのは、５日間平均流量

を出しまして、水の出し入れ、水収支をやりまして、水源依存なりそういったものを算定

して、河川協議を行ってきたわけでありますけれども、そういったところからどういうふ

うになるのかな。例えば雄物川の場合、平均渇水量といいますと、２年に１回だろうと思

うんですけれども、そういったところから見ましても、小矢部と比較するとちょっと違う

なという、流域が非常に違いますから、１０倍違いますから、そういうことでしょうけれ

ども、そういったところをもう少し、詳しくなくてもいいんですけれども、例えばこうい

う形で小矢部と雄物川は違うんだと、流域面積なのか、あるいは河川勾配、いろいろな問

題があろうと思いますけれども、そんなところを感覚的に、後でもいいですけれども、教

えていただければと思っています。 

 それと、正常流量の中には、利水から環境を含めていろいろな要素、１０項目近くの項

目で定められていると思いますけれども、正常流量が平均渇水量よりも上にあるとしたら、
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私は２年に１回は下回るときがあると思っていますけれども、そういったときに正常流量

の利用する際の優先度をどう考えるのかというところも、利水関係者とあわせて検討して

おいていただいたほうがいいのかなと、そんな感じがしております。 

 すみませんけれども、雄物川の流量観測地点を教えていただきたいのと、例えば河川流

量の資料データを私が入手することができるのかどうか、その点をあわせてお願いします。 

【委員長】  ではこれで、お答えできる範囲で答えてください。 

【事務局】  まず、正常流量の基本的に「確保に努める」と「確保する」ということで、

今回、「確保する」と書いています。これは、雄物川につきましては、これまでずっと水資

源開発、いろいろな形でやってまいりまして、平成２年の玉川ダムで、最終的に７８.６㎥

／ｓ、約８０㎥／ｓのうちの７８.６㎥／ｓを確保できるようにしたということでございま

す。 

 資料５－１、流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料（案）の最後か

ら２枚のところに流況を載せております。これを見ていただくと、８０㎥／ｓがどういう

ものかというのがよくわかりますので、まずこれを見ていただきたいんですけれども、基

本的に１９９７年、平成９年から平成１８年までの１０カ年間の流況でございます。ばっ

と見ていただいたらわかりますように、正常流量８０㎥／ｓに対する流況は非常にいい状

況でございまして、玉川ダムがきちんと補給をしながら確保している状況がわかると思い

ます。 

 ちなみに、３０年間においての平均渇水流量を出しますと、７９.６㎥／ｓ、玉川ダムが

できてからの１７年間の平均渇水流量は８８.８㎥／ｓということでございます。非常に水

資源開発をきちっとこれまで積み重ねてきた結果として、最終的にこういう形で流況を確

保しているということでございまして、今おっしゃったことに対するお答えとして、８０

㎥／ｓ確保できるということでございます。 

【委員長】  それじゃ、観測点の話は次回、資料で説明して下さい。 

【事務局】  今、調べていますので、もう少し後で、この会で後ほどお答えさせていた

だきます。 

【委員長】  それでは、次に○○委員、お願いいたします。 

【委員】  私は３０年ちょっと前、富山県庁で水道行政を２年間担当しておりましたの

で、この辺ずっと歩いてまいりました。特に小矢部川と庄川の間というのは、何といいま

すか、水が大変豊富で、スコップでちょっと土を上げれば水が出るようなところでしたか
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ら、なかなか水道の普及にも苦労したところなんですが、これを見せていただきますと、

この１ページのところに、左側に図面がありますが、ここに子撫川という川が流れ込んで

きております。その上に五位というダムがあって、子撫川ダムという、これはどっちも県

のダムなものですから、あまりご説明がなかったんですが、この子撫につきましては、直

接ダムの中に取水塔を設けまして、そこから水を取っている。富山県というのは、海岸線

だけでも１００キロに満たないところに、一級河川だけで５つあるんです。だから、そう

いう面で非常に水の面では恵まれているんですが、ただ、こっちの西のほうは、水質的に

非常に問題が多かった。特にこの子撫川ダムにつきましては、いろいろ水質で当時苦労し

て、この水が県営水道で、ずっとこの辺を行っておりまして、高岡とか射水とか、この辺

ずっと行っております。氷見のほうにも行っております。氷見は直接小矢部川から下流で

水を取っておりまして、これについては本流の水だから特に問題はないんですが、子撫川

ダムの水については、非常に苦労した覚えがあるので、最近これ、どうなっているのか、

きょうは県の次長もお見えになっていますけれども、調べていただいて、これは直接この

基本方針にあまり関係ないかもしれませんが、同じ一級河川の中で、国交省直轄でないと

ころは知らんぞというようなことを言われてもあれなものですから、そんなことはないで

すよ、全くないですが、その辺も含めてひとつ、手広く目を向けてあげてほしいというお

願いです。 

 それから、雄物川のほうにつきましては、これは玉川ダム、水道も乗っているというこ

とで、建設の時点から私もずっと見てきておりますが、水質的に非常に温泉があって問題

だったということで、非常に苦労しておられると。で、今、田沢湖のほうへ入れるとかい

ろいろな問題がありますけれども、先ほど○○先生がおっしゃった点について、これは日

本ではどちらかというと、非常に特異なダムなものですから、こういうことをやっている

ところというのはここと、どこですか、上で何か、吾妻、あっちのほうで川に直接薬品を

ぶちこんでいるぐらいで、非常に特異なダムなものですから、こういうものについては、

しっかり目を向けてもらって、水道もちょっとですが、乗っかっておりますので、先ほど

○○先生がおっしゃったところをしっかりもう一遍、またご報告いただく、以上です。あ

りがとうございました。 

【委員長】  それでは、○○委員、お願いいたします。 

【事務局】  委員長。 

【委員長】  お答えがありますので、お願いします。 
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【事務局】  河川環境課長ですけれども、子撫川ダムの今、ご質問がございました。実

は私、平成１２、１３、１４年と富山の事務所長をしておりまして、ちょうど平成１３年

に子撫川ダムの臭気強度というのが、最高の２５というのになりました。臭気強度という

のは、無臭の水で２５倍に希釈してもにおいを感じるものということで、非常に悪い水質

になったわけでございます。 

 委員がおっしゃられるように、子撫川ダムについては、高岡市の水がめということで、

非常に富栄養化現象が問題なんですけれども、いろいろ曝気なんかの対策を検討したんで

すが、ＢバイＣの関係で、なかなか乗らないということで、現在ではダム下流の浄水場で

の活性炭の処理にしております。 

 現在、最近の、さっきの臭気強度の推移を見てみますと、年平均で１になっておりまし

て、最近は相当改善されたということを聞いているんですが、ただ、２５がなぜ１になっ

たんだというところは、まだ十分分析ができていないわけでございまして、もう少しそう

いった調査もしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

【委員長】  ○○委員、お願いします。 

【委員】  小矢部川のほうの、きょう直接は説明がなかったんですが、一番わかりやす

いので、資料３－２の１５ページ、１６ページのところで少し意見を申し上げたいと思い

ます。 

 これは前にも申し上げたんですが、今回のこういう基本方針を立てるに当たって、従来

の工事実施基本計画から変わるところについては、当然これは説明する責任があるんだろ

うと思っております。 

 今回も、津沢のほうの話は、結果的には数字は一緒だけれども、少し違うんだという説

明はあったわけですが、これでいきますと、下流部ですね、今の子撫川以降の長江あたり

のところの数字が１５０増やしていると。これは推測すると、おそらくそこに支川があっ

たり、感潮があったりとか、そういうことだろうと思うんですが、この部分はほとんど堤

防も完成しているところが多いように見受けますし、もし数字がこのまま出てきますと、

なぜこういうことが起きるのか、あるいはこれに沿って計画が大きくなったから変えるの

かと、みんなは一見思うんじゃないかと。その辺をやはり説明することが、どこかに必ず

要るのではないだろうかと思います。場合によっては、支川のところで分けでもいいよう
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な気がいたします。 

 以上でございます。 

【委員長】  この点については、お答えいただけますか。 

【事務局】  支川の渋江川、子撫川の計画は、現在のところ富山県が既定計画に基づい

て整備を進めているものですから、その既定計画、富山県が１／５０規模で、合流式で設

定したものがございまして、その合流量が３５０㎥／ｓとか２２０㎥／ｓとなっておりま

すので、当時は単位図法で計算した数値だったのでございますけれども、その計画を踏襲

するということで、我々考えているところでございます。 

 先ほど、我々、基本高水のピーク流量を基準地点で議論しているものですから、説明を

落としたことについては非常に申しわけないと思っております。考え方としてはそういう

ふうに考えている。 

【委員】  子撫川でなくて、１,８００と１,９５０の差を説明すべきであるというのが

私の意見なんですが。今のところの資料３－２の１５ページのところの長江のところで、

従来１,８００という数字を１,９５０に変えると、これはなぜかということと、ほんとう

にその数字で全部やるのかということについては、やはりどこかにちゃんとした説明する

文章が要るのではないかと。 

【事務局】  わかりました。実態はわかりました。単位図法で計算した場合と貯留関数

で計算した場合に、それぞれ地点ごとに数値が計算上出てきて、こういう形になっており

ますので、その１,８００が１,９５０になっておりまして、そのあたりの記述をぜひさせ

ていただきたいと思っています。 

【事務局】  わかりました。 

【委員長】  はい、どうぞ。 

【事務局】  先ほどの○○委員のご質問に対して調べられましたので、今お答えしても

よろしいでしょうか。 

 参考資料１－１、雄物川水系の流域及び河川の概要という資料がございます。こちらの

６.１、裏に６.２とございますが、こちらに水位・流量観測地点の諸元一覧表という形で、

観測地点につきまして、普通、自記、テレ、どういった形で観測をしているかということ

を全部整理して載せております。これを見ていただきますと、どういう形で観測している

かというのがわかると思います。６.２にその位置図をつけてございます。 

 以上でございます。 
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【委員長】  ○○委員の今のご質問は、雄物川にも同様ですから、異なったところにつ

いては、次回それなりの説明をお願いいたします。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【委員】  あまり質問はないんですが、玉川、非常に特徴的な温泉であり、酸性河川な

ものですから、やはり関心が行ってしまいます。 

 玉川ダムをつくりますころにも、私、見に行ったときに、たしかあそこで、上流で石灰

を入れていたと思うんです。ですから、その時点から少し水質が変わっているのではない

かと思っています。さらに、今度、設備ができて、それで急に田沢湖の水質が、ｐＨが上

がったということなんですが、そこいらの玉川ダムができる前からの水質を教えていただ

くと、いろいろ参考になるかと思います。 

 それと、玉川温泉自体が少し噴出量が変わっているような話もたしか聞いたような記憶

があるんですが、ちょっとあやふやであります。 

 それから、田沢湖に関しては、ｐＨが非常に低くて、生物がほとんどいないために、非

常に透明度が高くて、何とか姫が非常に有名になっちゃったわけですが、今度、水質がよ

くなってきて、少し生物が戻ってきた際の水質の変化、これあたりは非常にいろいろ参考

になると思います。直轄部分じゃないからではありますが、いわゆる酸性雨等によります

ヨーロッパ等の湖沼の酸性化によって、湖は非常にきれいになったけれども、生物が全然

いなくなったということもありますので、やはりそこいらを整理して見せていただければ、

非常に参考になると思います。 

 いずれにしても、玉川の水質をｐＨを上げても、田沢湖自体はｐＨが元に戻るのは１０

０年かかるだろうという議論をしていたんですが、急激に上がっているので、正直いいま

してびっくりしているわけです。そういうのが情報としていただければ幸いであります。 

 以上です。 

【事務局】  よろしいでしょうか。 

【委員長】  どうぞ。 

【事務局】  次回、データは整理してお話をさせていただきたいと思います。私、実は

玉川ダムの課長をやっておりまして、酸性水の処理施設の設計とかずっとやっていたので、

あれなんですけれども、若干簡単にお話ししますが、昔は大噴というところからｐＨ１.

２ぐらいのお湯が出ていたんですけれども、そこに石をほうり込んで、それで酸化をさせ

るというところから江戸時代は始まっています。その後、県のほうで野積みの石灰石のと
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ころにそのお湯をかけまして、反応させていたんですけれども、全然反応効率が悪かった

ものですから、結果的に玉川ダムの事業の中で抜本的な対策ということで、こういうこと

をやるようになったということでございまして、その辺の時代の経過といいますか、そう

いったものは次回ご説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、田沢湖の透明度の話も、昔、日本一と言われたのは相当前の話でございまし

て、河水統制事業で水を入れ始めて、透明度はずっと落ちていったという歴史がございま

す。そういったところも次回あわせてご説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

【委員長】  それでは、お待たせしました。○○県知事、お願いいたします。 

【委員】  代理の建設交通部河川砂防課流域防災監の○○でございます。ご意見といい

ますか、地域の状況といいますか、そこら辺を述べさせていただきます。 

 雄物川流域につきましては、東北地方は昔から寒さで冷害ということがございまして、

冷害には悩まされてきたところですが、秋田県はオホーツク海から流れる冷たい空気が奥

羽山脈というところを越えまして、それがフェーン現象になって宝風になる。それから、

奥羽山脈に冬に降り積もる雪が、またそれが水がめのようになる。それを雄物川が運んで

くれる。そして、東北地方の中では食料的にも経済的にも豊かであったという歴史がござ

います。そして、水流に恵まれた雄物川を利用いたしまして、上流の恵まれた米、木材、

鉱山の銅とかそういうものを運んで、角間川というと、さっき紹介されましたが、そこに

小船で運んで、そこから大きな船で運んだという歴史がございます。そして、その船で上

流と下流が行き来いたしまして、活性化につながっていたという時代を経てまいりました。

そこで鉄道というものがありまして、船運が衰えまして、今はこういう状況になっており

ますけれども、そういう歴史を経てきておりますので、やはり雄物川に対する愛着の気持

ち、それから昔のそういう生活の中から、雄物川を中心とするお祭り、先ほども紹介いた

だきましたが、河川敷を利用した花火大会ということで、秋田では雄物川を中心に横手の

かまくらとか、秋田の竿灯とか、皆農業につながるお祭りがあります。ぜひ来ていただき

まして、一度見ていただきたいと思っています。特に大曲の花火は、音というものもかみ

合わさって、もう一度来なきゃならないという気持ちになるようでございますので、ぜひ

一度見ていただきたいと思います。 

 しかしながら、川とともに暮らしているという状況の中では、やはり水害と裏表一体で

ございまして、水害にも数多く悩まされてまいりました。直轄の皆様から、秋田のショー
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トカットとか、あるいは大曲の捷水路とか、その他輪中堤、かなりご努力いただきまして、

昔の水害から大変少なくなりました。もう一度またこの基本方針を作成いただきまして、

整備していただければ、非常にうれしいと思っております。 

 秋田県も、秋田２１総合計画を策定いたしまして、後期に入っております。その中で安

全安心というものを第一に掲げております。雄物川は、秋田県の大部分を占める、経済的

にも人口的にも土地利用的にも重要な地域でございますので、ぜひ河川整備基本方針を作

成いただきまして、雄物川の整備をお願い申し上げます。 

 また、東北地整や秋田県の秋田河川国道、湯沢河川国道、能代河川国道の方々からは、

常にそういう情報をいただいておりまして、大変助かっております。今後ともひとつ、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

【委員長】  それでは、○○県知事、お願いします。 

【委員】  ○○県の土木部の次長をしております○○でございます。 

 小矢部川につきましては、先ほどから各委員からのご指摘もございましたが、小矢部川

に注いでおります支川、特に右岸側の支川につきましては、庄川からの農業用水の排水路

が小矢部川の右岸に注いでいるということで、これは県が管理しておりますが、沿川もか

なり開発も進んでおりまして、改良するにもなかなか川幅を拡幅することができないとい

うことでございます。 

 また、洪水の形態といたしまして、小矢部川本川の排水が影響するということもござい

まして、この資料にも、５ページをごらんいただきたいと思いますが、治水対策の中で、

写真の３番目でございますが、「沿川の洪水被害の軽減を図るうえで、支川の改修と調整し、

合流点処理を実施」と書いてございますが、できるだけ支川の洪水処理といたしまして、

合流部を下流に持っていくような合流点処理を実施していただければありがたいなと思っ

ております。 

 また、基本高水、計画高水につきましては、これまで工事実施基本計画の中で、昭和２

８年９月の降雨を実績降雨として、単位図法で統計処理をし、１／８０ということでござ

いましたが、この計画におきましては、１／１００いうことで、さらに上流の県営の刀利

ダム等の洪水調節機能も評価していただいた形で今、計画されているということで、大変

わかりやすい計画になっているのではないかと思っております。これにつきましても御礼

申し上げたいと思います。 

 なお、先ほど議論になりましたが、左側の支川の子撫川ダムにつきましては、県営の補
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助ダムでございまして、洪水調節と上水ということで入っております。上水につきまして

は、２３５万㎥／ｓの容量を持っておりまして、富山県の企業局が富山県西部地域の水道

事業をやっております。対象地域は小矢部市、高岡市、氷見市ということでございます。

なお、ご指摘のとおり、水質はそんなによくはございません。ただ、先ほど河川環境課長

のご説明にもございましたが、最近ではそれほど水質が問題になっているということはな

いようでございます。一応参考のためにということでございます。 

【委員長】  それでは、私も若干意見を申し述べたいと思います。 

 まず、雄物川ですが、この改修の歴史を見るように、秋田を守るために始まって、いき

なり上流の湯沢に飛んで、大館におりてきている。この行き先はどうなるのかなというと、

だんだん氾濫した洪水を河道に封じ込めていくということは、秋田市から見れば、だんだ

んリスクが顕在化してくる、蓄積されてくるということになります。これはぜひ避けなけ

ればいけない。一応流量計画では、それぞれが説明つくんだと思いますが、計画以上の雨

が降ったときに、そのリスクはどうなるのかということは考えておかなきゃいけないです

ね。 

 他の河川でも話題になりましたけれども、河川の余裕高というものが、今まで洪水を流

す予定ではなくて、いわゆる堤防に追加する高さとして、河川管理施設等構造令にも定め

られているわけでありますが、とはいえ現実にその余裕高を食って洪水が流れてくるとい

う現象はあり得るわけです。下流にとっては、余裕高は非常に大事ですけれども、上流の

余裕高は、下流に対しては超過洪水も流してしまうということで、どちらかというとリス

クを増やす方向になるので、この水系においては余裕高の設定というのは十分お考えいた

だいて、リスクが分散されるようにお願いしたい。少なくとも破堤のリスクを増やさない

ように、考えていただきたい。 

 先ほど、強首のお話も出まして、事業の過程であって、今後は全部堤防でつなぐんだよ

という事務局の説明ではありましたけれども、少なくとも現状は住宅街に対しては安全度

を格段に増やしていることは間違いないわけで、こういった思想を踏まえて、今後の整備

計画にも反映できるようにお願いしたい。つまり、リスクをそれぞれにうまく分散してい

く考え方を持った上で、単に流量がつじつまが合っているというだけではなくて、整備手

法も含めて考えていただきたいということであります。 

 それから、小矢部川の港湾区域の話は○○委員からもありました。ただ、今、金のない

ときにあの港湾区域を力任せに堤防をつくるということは、大変難しいんですが、また、
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港湾というのは、水面とつながっているから初めて舟運事業が成り立つので、そこに強引

に堤防を築くことはできませんが、少なくとも人家に対しては何らかの対策が必要です。 

 そこで、一案ですけれども、河川の周辺に港湾施設と工場街がたくさん展開されている

ので、ここは仕方ないねと、洪水になったら自衛手段を講じてくださいと。ただ、人家に

対してだけは、河川事業として対応策が必要なのではないか。これは釧路川のときも申し

上げましたけれども、全部守ろうと思うと大変ですけれども、少なくとも一般住宅の人が、

自分は水害に遭わないと思っているところに洪水が行かないような施設を考えることはで

きないか。その２点については、この整備方針の中で反映させていただきたいということ

を私としては注文したいと思います。 

 本日の審議はこれで閉じたいと思いますが、資料として河川整備基本方針の本文案など

の資料が用意されておりましたが、時間の都合でその紹介がありませんでした。次回は本

日の議論も踏まえ、本文について審議していただくことになりますが、本日配付された資

料も含め、お気づきの点がありましたら、次回以降の議論にも反映できるよう、あらかじ

め事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。事務局におかれましては、本日

の議論や委員からの追加意見を踏まえて、本文案に必要な修正を加え、次回、改めて紹介

するようお願いいたします。 

 最後に、本日の議事録につきましては、内容について各委員のご確認を得た後、発言者

の氏名を除いたものを国土交通省大臣官房広報課及びインターネットにおいて一般に公開

することとします。 

 本日の議題は以上でございます。 

 

３．閉会 

【事務局】  ありがとうございました。次回の本委員会、Ｂグループにつきましては、

雄物川水系及び小矢部川水系の審議のため、９月２６日水曜日１０時から１２時の間、場

所は３号館１１階の特別会議室で行います。 

 お手元の資料につきましては、お持ち帰りいただいても結構でございますが、郵送をご

希望の方には、後日郵送させていただきますので、そのまま席にお残しください。 

 それでは閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


